
指定障害福祉サービス事業者の指定の全部効力の停止について 

 東大阪市は、下記の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」とする。）の規定により、指定の全部効力の停止

にしましたので、お知らせします。 

記

１ 対象事業者

（１）法人名      株式会社 アップウィズ

（２）代表者      代表取締役 足立 和茂（アダチ カズシゲ）

（３）所在地      大阪府東大阪市吉田七丁目９番５０号 サンパーク１０３

２ 事業所名称、事業所の種類、所在地及び指定年月日

（１）事業所名称    ヘルパーステーションウィズ

（２）事業所の種類   居宅介護 重度訪問介護 同行援護

（３）所在地      大阪府東大阪市吉田七丁目９番５０号 サンパーク１０３ 

（４）指定年月日    令和元年１１月１日 

３ 指定の効力の停止の内容及び期間

 指定の全部効力の停止６箇月間

令和３年２月１日～令和３年７月３１日

４ 指定の全部効力の停止理由

（１）不正請求（法第５０条第１項第５号）

（居宅介護）

・サービス提供記録を整備せず、実績が確認できないにもかかわらず介護給付費を不正に請求

し、受領した。また、利用者が不在であったにもかかわらず、サービス提供を行ったものと

して介護給付費を不正に請求し受領した。

（居宅介護、重度訪問介護、同行援護）

・初回加算について、当該加算の算定要件を満たしていないにもかかわらず、介護給付費を不

正に請求し、受領した。

（居宅介護）

・一部の利用者について同一建物減算を適用せず介護給付費を不正に請求し、受領した。



（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律違反（法第５０条第１項第

９号）

（居宅介護）

指定事業者は、その指定に係る事業所を拠点としてサービスの提供を行わなければならな

いところ、本市の指定に係る本件事業所とは別に所在する施設内に事業所としての実体を有

するサービス提供の拠点を設け、当該施設に居住する利用者に対し、同所を拠点としてサー

ビス提供を行った。

５ 事業者に対する経済上の措置 

不正に請求し、受領した介護給付費を返還させるほか、総合支援法第８条第２項の規定により

不正請求額に１００分の４０を乗じて得た加算額を徴収する。 

（居宅介護） 

不正請求額        １，２１１，０６２円 

加算額を含めた返還金   １，６９５，４８６円 

（重度訪問介護） 

不正請求額           １０，３９９円 

加算額を含めた返還金      １４，５５８円 

（同行援護）  

  不正請求額            ３，０００円 

  加算額を含めた返還金       ４，２００円 


